
白岡市住民投票条例の策定に対する提言（たたき台） 

 

白岡市自治基本条例市民推進会議 

 

 私たちは、自治基本条例第９章第１９条の規定に基づき、住民投票の実施に関

し必要な事項を市民の目線で検討してまいりました。 

私たちは、参画と協働のまちづくりに向けた白岡市自治基本条例の精神をふま

え、とりわけ同条例の第５章参画及び協働の中の第１５条第４項に定められた、

「市民の意見を市政に反映させるため、幅広い市民の参画に努める。」という規

定の考え方に基づき、住民自治を発展させる手法として住民投票を位置づけまし

た。 

 住民投票はみだりに乱発すべきものではありませんが、市政の重要事項に関し、

市民、議会又は市長がその判断を市民に委ねる、住民主権による民主主義の発展

にとって大事な制度です。白岡市はまちづくりの憲法である自治基本条例第９章

に常設型の住民投票条例の制定を規定しました。 

 私たちは、住民自治を確立し発展させる立場から、住民投票を実施するための

「住民投票条例」について、下記のとおり提言いたします。 

 

記 

 

１ 住民投票に付する事ができる重要事項 

 住民投票に付すべき事項は、市民、議会及び市長が市政運営上の重要事項と判

断したもので、市民の請求要件を満たした事項、議会の議決により請求された事

項及び市長が必要と判断した事項とする。但し、次の事項は除く。 

⑴ 法令の規定に基づき、住民投票を行うことができる事項。 

⑵ 専ら特定の市民又は地域にのみ関係する事項。 

⑶ 市の組織、人事及び財務に関する事項。 

⑷ 市の権限に属さない事項。 

⑸ その他住民投票に付する事があきらかに適当でないと市長が認める事項。 

但し、住民投票に付すことが適当でないと判断された場合は、直ちにその理由

を公表し請求者に説明しなければならない。 

 

 



２ 住民投票の資格者及び請求者の要件 

住民投票の投票資格者及び請求資格者の要件は、「公職選挙法で定められた要

件」とした。 

【理 由】 

年齢要件や国籍要件など様々な観点から検討を行ったが、以下の理由により上記

の要件とした。 

① 投票資格者の要件を公職選挙法の要件と同じにすることにより、現行の選挙と

同様の選挙人名簿や投票所を使用することができるなど投票事務の効率化、迅速

化を図ることができる。 

② 国民投票法（平成 19 年 5 月公布・施行）では、18 歳以上の者が投票権を有す

ると規定されているが、関係法令の検討（成人年齢等）が終了するまでは有権者

は 20 歳以上の者とされており、国においても投票権の議論が行われている最中

であること。 

 

３ 住民投票の請求要件 

 ⑴ 市民は、有権者の６分の１以上の署名によって住民投票を請求できる。 

【理 由】 

住民投票の成立要件を「賛否いずれかの票数が有権者の４分の１を超えること。」

としていることから、住民投票の請求に４分の１以上の署名数が必要となるとは考

えられない。また、少なくとも成立要件の半数程度の署名は必要になると考えられ

る。 

この考え方に基づき、住民投票の請求に必要となる要件は、４分の１と８分の１

の中間である６分の１を適正値とした。 

⑵ 議会は、その議決により住民投票を請求できる。 

⑶ 市長は、自らが市民の判断を必要と認めたときは、住民投票を実施できる。 

 

４ 住民投票の成立要件 

⑴ 住民投票は常に開票するものとし、その結果を直ちに公表するものとする。 

⑵ 住民投票は、投票結果の賛否いずれかの票数が有権者の４分の１を越えな

ければ成立しないものとする。 

【理 由】 

成立要件の「有権者の４分の１」は、投票率を５０％以上と想定した上で、その

過半数の票数が成立要件として必要となると考えた数字である。 



また、投票しないことによる住民投票の不成立を避けるためにこのような規定と

した。なお、その考え方は以下のとおり。 

① ４分の１の決定を覆すためには、積極的に同数の反対票を投ずる必要があり有 

権者の過半数（２分の１）の投票があった場合に相当すると考えられる。 

②   過去の選挙における投票率をみる限り、住民投票において３分の２以上の投 

票を期待することはできないため、住民投票に付された事項に対する賛否の判断

は３分の２（６６％）以下の有権者により行われる。 

仮に、成立要件を有権者の過半数（２分の１以上）とすると、４９％が○に投

票しても、反対する６分の１（１７％）が投票しないと２分の１に満たず、不成

立となり市民の声を正確に反映できなくなってしまう。 

③ 成立要件を、賛否いずれかの票数が有権者の４分の１を超えた場合とすること

で、反対する者も投票することが求められるため、投票率の向上に繋がると期待

される。 

 

５ 投票結果の尊重 

  市民、議会及び市長は投票結果を尊重しなければならない。 

 

６ 同一事案の再請求の制限について 

住民投票は、同一事案の再請求を２年間制限する。ただし、住民投票が不成

立の場合はこの限りではない。 

 

以上 

 


